
R4(2022).7.7 遠野市 商工労働課  

遠野市 商工業再生･再構築 事業費補助金について 

 

 新型コロナウイルス感染症等の影響による低迷の状態からの脱却と、持続的発展の基盤強化を図る目的で、 

中小企業者等が新しい生活様式を踏まえつつ計画的に行う商工業再生・再構築事業に対し補助金を交付します。 

 

【補助金の交付対象者（補助事業者の要件）】 

 １．中小企業者等要件 遠野市内に事業所又は主たる活動場所を有する中小企業者（個人事業者も含みます。）、 

中小企業団体、一般社団法人等、NPO法人、みなし法人、商店街団体等であること。 
 
 ２．認定支援機関要件 認定経営革新等支援機関（遠野商工会、金融機関など）から事業の実施に関し必要な 

指導・助言を受けていること。 
 

 ３．その他の要件   市税の申告・納税をしていること、新型コロナを理由に従業員を解雇していないなどの 

要件があります。 

 

【補助金の対象事業（補助事業の事業区分）】 

 １．再生事業 ･･･ＳＤＧｓの推進をはじめ、エネルギー使用の削減に取り組む事業者向け 

[審査のポイント] ・整備する設備のエネルギー使用量が、補助事業の着手前と比べて年３％以上削減 

・雇用環境を整備する場合、女性や障害者、高齢者の新規雇用など 

・自然災害等のリスクに備え、事業継続に資する設備の導入  …など 
 

 ２．再構築事業 ･･･地域資源を活用した付加価値向上や労働生産性向上に取り組む事業者向け 

[審査のポイント] ・新たな製品、商品、サービスの開発や提供により、生産性が年３％以上向上 

・生産性が年３％以上向上するための施設、設備等の整備やプログラムの導入 

・海外やインターネット通信販売など、新たな販路開拓 など 
 
 ３．産学官共同研究事業 ･･･大学、高校、その他の試験研究機関との共同研究に取り組む事業者向け 

[審査のポイント] ・大学等のほか、行政機関も関与する共同研究 

 

【補助金の対象経費（補助金のつかいみち）】 

  交付決定の日から令和 4年 12月 31日までに取得･購入する以下の経費が対象となります。 

 １．ハード事業  土地、建物、償却資産の取得費 

 ２．ソフト事業  消耗品費、使用料、賃借料、保険料（補助事業の実施のための損害保険に限る。）、保証金（新たな役務の提供のた

めの支払いに限る。）、修繕費、旅費交通費（商談会又は販売会の出展のための支払いに限る。）、通信費、外注費（請負

費、委託料を含む。）、広告宣伝費、荷造運賃、手数料 

 

【補助金の交付額（補助率と補助上限額）】 

 １．基本となる補助率と補助上限額 

 再生事業 再構築事業 産学官共同研究事業 

ハード事業  2/10（上限 500万円） 定額（上限 200万円） 

ソフト事業  1/2 （上限 50万円） 定額（上限 50万円） 

    ※１事業者につき、補助金の申請は１回限りとします。（２以上の事業者が共同で申請する場合も同様です。） 
 
 ２．特別に補助率と補助上限額を加算する場合 

   申請する事業計画が、ＳＤＧｓ、生産性向上、新しい生活様式、コロナ影響、中心市街地のいずれかの特別 

加算要件に該当する場合は、補助率や補助上限額の加算措置が受けられます。 

   特別加算要件の適用の有無などの詳細は、遠野市 商工労働課 にお尋ねください。 

  

（問い合わせ先・申請書の提出先）    遠野市役所 産業部 商工労働課  TEL ６２－２１１１ 



◎遠野市 商工業再生･再構築 事業費補助金の活用例 

（再生事業） 

  ※ＳＤＧｓに取り組んでみる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

飲食業 古い冷蔵庫を、新しいものに交換。お店の装飾を新しく替える。 

補助事業  業務用冷蔵庫を設置 

お店の装飾品の購入 

補助金 

ハード事業 2/10（上限 500 万円） 

      ＋ 

特別加算 2/10（上限 700 万円） 

特別加算の内訳(例) 

 エネルギー使用量が３％以上減少 …ハード事業 補助率＋1/10 補助上限 ＋100万円 

 女性従業員の占める割合が３割以上 …ハード事業 補助上限 ＋100万円 

 中心市街地区域 …事業ハード 補助率＋1/10 補助上限 ＋500万円 

 

補助金 

ソフト事業 5/10（上限 50 万円） 

      ＋ 

特別加算 2.5/10 （上限 40 万円） 

特別加算の内訳(例) 

 女性従業員の占める割合が３割以上 …ソフト事業 補助上限 ＋10万円 

 コロナの影響で売上が 15％以上減少 …ソフト事業 補助率 ＋1/10 補助上限 ＋10万円 

 中心市街地区域 …ソフト事業 補助率 ＋1/10 補助上限 ＋10万円 

 産業まつりに出店予定 …ソフト事業 補助率 ＋1/10 補助上限 ＋10万円 

 ＊ソフト事業で特別加算後 7.4/10(=3/4)が補助率の最大値となります。 

 

＊ 

 

 まちなかの空き店舗をリニューアルして、貸し出す。 

補助事業  空き店舗の内装工事 

エアコンの設置工事 

補助金 

ハード事業 2/10（上限 500 万円） 

      ＋ 

特別加算 3/10 （上限 1,500 万円 ） 

特別加算の内訳(例) 

 中心市街地区域での貸事務所整備 …事業ハード 補助率＋3/10 補助上限 ＋1,500万円 

 商工会の創業塾を 11月に受講 …ハード事業 ＋1/10 補助上限 ＋100万円 

これから 

始める方 

＊ 

 

＊ 

 

＊ハード事業で特別加算後の補助率は 5/10(=1/2)、補助上限額は 2,000万円が最大値となります。 

 

最大 4/10（上限 1,200 万円） 

最大 3/4（上限 90 万円） 

最大 1/2（上限 2,000 万円） 



                  例えば、このような補助金の活用策が考えられます。 

（再構築事業） 

  ※年３％以上の労働生産性向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（産学官共同研究事業） 

  ※大学、高校など教育機関と行政機関と一緒に研究 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製造業 精密部品の製造をする事業者が、半導体関連部品の製造に取り組む。 

補助事業  工場内の改修工事 

新規設備の導入 

補助金 

ハード事業 2/10（上限 500 万円） 

      ＋ 

特別加算 3/10 （上限 1,000 万円） 

特別加算の内訳(例) 

 えるぼし、くるみん、ユースエールの認定 …補助率 ＋3/10 補助上限 ＋300万円 

 女性従業員の占める割合が３割以上いる ……補助上限 ＋100万円加算 

 先端設備等導入計画の認定 ……………………補助上限 ＋100万円加算 

 事業再構築指針（新分野展開）に該当 ………補助率 ＋2/10 補助上限 ＋500万円 

小売業 新商品の開発と海外への輸出に取り組む。 

補助事業  新商品開発 

海外輸出 

補助金 

ソフト事業 5/10（上限 50 万円） 

      ＋ 

特別加算 2/10 

特別加算の内訳(例) 

 海外への輸出の実施 ………………………補助率 ＋2/10  

＊ 

 

＊ハード事業で特別加算後の補助率は 5/10(=1/2) が最大値となります。 

 

 用水路を活用し、小水力発電の実証試験を行う。 

補助事業  小水力発電の設置費 

共同研究の負担金 

補助金 

ソフト事業（上限 200 万円） 

農業 

最大 1/2（上限 1,500 万円） 

最大 7/10（上限 50 万円） 

最大 200 万円 



◎遠野市 商工業再生･再構築 事業費補助金のご案内 

 

 

【補助金の申請受付】 

  令和４年７月中旬から申請の受付を開始予定です。 

      ※補助金の交付決定した総額が予算額に達した時点で、補助金の申請受付は終了します。 

   補助金の申請にあたり、あらかじめ市商工労働課での事前相談を行ってください。 

 

【Ｑ＆Ａ】 

 Ｑ 補助金申請の様式をデータでもらえますか？ 

   →Ａ 申請書の様式データをエクセル型式で準備しています。 

      準備が整い次第、市のホームページで様式データをダウンロードできるようにします。 
 

 Ｑ ＳＤＧｓの取組み（再生事業）と、生産性向上の事業（再構築事業）の両方取り組みたいと   

考えています。再生事業と再構築事業の両方を補助金申請できますか？ 

   →Ａ 補助上限額の範囲内で、再生事業と再構築事業の両方を申請できます。 
 

 Ｑ ハード事業とソフト事業の両方取り組みたいと考えています。両方申請できますか？ 

   →Ａ 補助上限額の範囲内で、ハード事業とソフト事業の両方を申請できます。 
 

 Ｑ 補助率と補助上限額の特別加算措置とは何ですか？ 

   →Ａ 申請者や補助事業の内容によって特別加算措置が受けられる場合があります。 

      詳しくは、補助金交付要綱を確認いただくか、市商工労働課にお問い合わせください。 
 

 Ｑ 交付決定を受けた後、補助事業の内容を変更できますか？ 

   →Ａ 事業変更の前に、補助金の変更承認申請手続きを行い、市の承認を受ける必要があります。 

      なお、事業変更に伴い、補助率や補助上限額の特別加算措置が変わる場合がありますので、

あらかじめ市商工労働課にお早めにご相談ください。 
 

 Ｑ 認定支援機関とは何ですか？ 

   →Ａ 中小企業等経営強化法に基づき、国が認定する経営革新等支援機関です。 

      遠野市内では、金融機関や遠野商工会、一部税理士法人が認定を受けています。 
 
 Ｑ 産直で販売する漬物の加工場を整備したいのですが、補助を受けられますか？ 
   →Ａ 加工場の整備は、ハード事業として補助金を受けることができます。 
 

 Ｑ 補助金の前払いはできますか？ 

   →Ａ 交付決定を受けた補助事業の完了後の請求・支払いとなります。前払いはありません。 
 

 Ｑ 国の小規模事業者持続化補助金を受けています。同じ事業に、市の補助金を活用してもいいですか？ 

   →Ａ 国、県や遠野市の補助金を受けている場合は、遠野市商工業再生・持続化事業費補助金の

交付を受けることはできません。 

 

（問い合わせ先・申請書の提出先）    遠野市役所 産業部 商工労働課  TEL ６２－２１１１ 


